
 

愛知県ヨット連盟 規程集  

名称  関係規約  管轄  承認  

役員推薦規程   第 13 条  総務委員会   代議員会  

入会及び登録の申請並びに入会
⾦・会費に関する規程  

第 6 条   総務委員会   代議員会  

役員の費用弁償に関する規定  第 18 条  総務委員会   代議員会  

旅費支給に関する規程    総務委員会   代議員会  

委員会規程  第 40 条  総務委員会   代議員会  

資産管理規程  第 45 条  総務委員会   代議員会  

役員の定年に関する規程    総務委員会   代議員会  

表彰推薦に関する規程    総務委員会   理事会  

慶弔に関する規程    総務委員会   理事会  

舟艇機材の維持負担に関する規
程  

  
機材・資産管理
委員会  

理事会  

出納管理規程 －  総務委員会 理事会 

  







      

      

          





























  

  

  



愛知県ヨット連盟の出納管理規程 
 
１ 本規程の趣旨 

この規程は、愛知県ヨット連盟 （以下「 連盟」という。）の出納管理の基準を定め、適切な経理事務を
⾏い、財政状態及び収益費用の状況を適正に把握することを⽬的とする。 

 
２ 本規程を管轄する委員会 

この規程は、連盟総務委員会が管轄する。  
 
3 ⼝座の管理 

連盟の資⾦を管理する⼝座の種類、管理者及び⽬的は下表のとおりとする。 
番号 種類 管理者 主な⽬的 
① ⼀般 会計担当理事 ２〜５に該当しない⼀般的な支出 

団体登録料、資材貸出費、補助⾦等の受入 
② 備品 会計担当者 舟艇等資産の修繕、検査料等の支出 
③ 会員登録 会計担当者 JSAF 会員登録料の受入 
④ 強化 普及・強化委員会 国スポ大会参加にかかる支出 
⑤ レース レースマネジメント委員会 主催及び受託レースにかかる支出 

エントリー料の受入 
 
４ 仮払⾦ 
（１）３の④⑤の⼝座については、年度当初にあらかじめ仮払⾦を①から繰り入れることができる。 
（２）仮払⾦の⾦額は事業計画書に基づき理事会で承認を得る。 
（３）３の④⑤の⼝座について、不測の事態により資⾦が不⾜する場合には、仮払⾦の追加について担当理

事が理事会に諮る。 
 
５ 支出手続き 
（１）費用が発⽣する場合、会計担当理事が請求書を受け取り、必要に応じて理事会に諮った上で、支出  

指⽰等の手続きを⾏う。 
（２）費用を⽴て替えた者は、会計担当理事に証憑類を提出して精算を受ける。この場合の証憑類は領収

書を基本とし、必要に応じて請求書、納品書等支出内容がわかるものとする。 
（３）ただし３の④⑤の⼝座については、以下の基準に基づき支出手続きを⾏う。 
 ３の「主な⽬的」に記載した⼀般的支出  委員⻑権限で支出 
 舟艇等備品の修繕費等にかかる支出  （１）又は（２）に準ずる 
 その他１件 1 万円を超える支出  （１）又は（２）に準ずる 
 
６ 年度末の手続き 
（１）事業終了後の年度末には、３の④⑤の残⾦は①の⼝座に繰り入れる。 



（２）３の④⑤の⼝座管理者は、委員⻑権限による全ての支出について、５（２）に規定する証憑類及び
５の出納帳、並びに通帳の写しを会計担当理事に提出する。 

 
７ この規程の発効日 

この規程は、理事会の議決の下、2025 年４⽉１日より発効し､次回改訂日まで有効である。 
 

規程発効  2025 年４⽉１日 
 


